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お知らせ４月

税
務
課
臨
時
職
員
募
集

■
募
集
人
員　

１
名

■
勤
務
内
容

　

税
務
課
に
関
す
る
業
務
（
事
務
補

助
、
簡
単
な
パ
ソ
コ
ン
操
作
）

■
勤
務
場
所

　

大
島
庁
舎　

税
務
課
お
よ
び
各
総

合
支
所

■
勤
務
条
件

　

６
月
１
日
～
平
成
29
年
３
月
31
日

（
更
新
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
）

午
前
９
時
～
午
後
５
時　

週
３
日
程

度■
申
し
込
み
方
法

　

５
月
２
日
㈪
必
着
で
履
歴
書
を
郵

送
も
し
く
は
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

■
選
考　

書
類
調
査
・
面
接
等
に
よ

り
決
定
し
ま
す
。

■
面
接
等　

別
途
通
知
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

〒
７
４
２
‐
２
１
９
２

　

周
防
大
島
町
小
松
１
２
６
‐
２　

周
防
大
島
町
役
場　

税
務
課

☎
０
８
２
０
（
７
４
）
１
０
０
８

久
賀
公
民
館

夜
間
・
休
日
管
理
人
募
集

■
募
集
人
員
　
２
名
（
当
番
制
）

■
勤
務
内
容

　

夜
間
、
休
日
等
に
お
け
る
、
電
話

等
の
対
応
や
貸
し
館
、
受
付
等
の
管

理
業
務

　
（
簡
単
な
パ
ソ
コ
ン
操
作
が
で
き

る
方
）

■
採
用
期
間

　

５
月
中
旬
～
平
成
29
年
３
月
31
日

※
採
用
期
間
の
更
新
あ
り

■
報
酬
額　

町
規
定
に
よ
る

■
申
し
込
み
方
法

　

４
月
27
日
㈬
必
着
で
周
防
大
島
町

農
業
者
健
康
管
理
セ
ン
タ
ー
へ
履
歴

書
を
郵
送
も
し
く
は
持
参
し
て
く
だ

さ
い
。

■
面
接
等　

別
途
通
知
し
ま
す
。

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

〒
７
４
２
‐
２
３
０
１

　

周
防
大
島
町
久
賀
５
１
３
７
‐
１

　

久
賀
公
民
館
事
務
所
（
周
防
大
島

町
農
業
者
健
康
管
理
セ
ン
タ
ー
内
）

☎
０
８
２
０
（
７
２
）
２
２
７
１

周
防
大
島
町
奨
学
生
募
集

　

周
防
大
島
町
奨
学
資
金
貸
付
規

則
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
奨
学
生

を
募
集
し
ま
す
。

■
対
象

　
高
校
生
（
向
学
心
に
富
み
、
経

済
的
な
理
由
に
よ
り
就
学
す
る
こ

と
が
困
難
な
人
）

■
募
集
人
員
　
若
干
名

■
貸
与
額
　
月
額
２
万
円

■
申
し
込
み
方
法

　
周
防
大
島
町
教
育
委
員
会
（
総

務
課
）
ま
た
は
久
賀
・
大
島
・
橘

の
各
公
民
館
に
備
え
付
け
の
貸
与

願
に
そ
の
他
必
要
書
類
を
添
え
て

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

■
返
還
方
法

　
卒
業
後
１
カ
年
を
経
過
し
た
翌

募
集

空家活用住宅の入居募集
　周防大島町内の空家を町が借り受けて改修
し、周防大島町内へ定住を希望する者に貸し
出す、空家活用住宅の入居者を募集します。

■住宅の所在
・周防大島町大字久賀 2481 番地 5   
　木造平屋 105.44 ㎡　
・周防大島町大字森 880 番地 1  　　 
　木造平屋 73.91 ㎡　　　　　　
・周防大島町大字東三蒲 1338 番地　 
　木造２階 138.29 ㎡　　
■家賃　３０，０００円
■申込期日　４月２８日㈭
■選考の方法　面接により対象者を決定します。
■申し込み・問い合わせ
　政策企画課　☎０８２０（７４）１００７

　町では、移住者向け空き家バンク充実のため、バンク登録を前提
とした空き家のリフォームや不要物の撤去に要する費用の一部を助
成しています。
■対象となる空き家
　空き家バンクに登録できる空き家（登録可能か調査します）
■対象者
　対象空き家の所有者または対象空き家の借主（借りて１年以内）。
ただし、町税等の滞納がない者。
■交付対象
　対象者の依頼により、町内事業者等が行う以下のもの。
　(1) 空き家の機能向上のための改修 ( リフォーム )
　(2) 不要物の撤去（家財など）
■助成額（千円未満切捨）
　(1) リフォーム…対象費用の 1/2( 上限 10 万円 )
　(2) 不要物の撤去…対象費用の全額 ( 上限 5 万円 )
　※ (1) および (2) の併用は可能
■問い合わせ
　政策企画課　☎０８２０（７４）１００７

周防大島町空き家リフォーム事業


